
商法（サンプル問題①） 

 

■事例問題 

次の文章を読んで問に答えなさい。 

 １．Ｐ株式会社は、Ａが個人で営んでいた自動車修理業を会社組織に改めるために設立 

した非公開会社であり、取締役会設置会社である。Ａは１５０株を引き受けて代表 

取締役に就任し、友人Ｂに頼んで５０株を引き受けてもらった。また従業員Ｃ及び 

Ｄが取締役に就任した。 

２．Ｐ社設立後の経営はＡが独断で行っており、取締役会も年に１～２回しか開かれな 

かったが、Ｃ・ＤがＡに対して取締役会の開催を求めることはなかった。Ａは、知 

人Ｅから事業拡張のための不動産購入話を持ち掛けられ、安易に独断で乗ってしま 

い、手付金名目でＰ社の資金１０００万円をＥに交付した。しかし、Ｅがこれを持 

ち逃げして行方不明となったため、Ｐ社は資金繰りに窮することになり、倒産する 

に至った。 

問 Ｐ社の債権者Ｑは、Ａ、Ｃ及びＤに対し、会社法上、それぞれどのような責任を追 

及することができるか。またＢは、Ａ、Ｃ及びＤに対し、会社法上、それぞれどの 

ような責任を追及することができるか。 

 

■出題の形式 

 論述式問題 

 

■出題の趣旨 

 債権者Ｑと株主Ｂが取締役Ａ、Ｃ及びＤに対して追及できる会社法上の責任がどのよう

なものかを、それぞれ分けて論じる必要がある。本問の取締役の責任としては、会社に対

する責任と第三者に対する責任が考えられる。 

代表取締役Ａは、独断で不動産購入話に乗って手付金１０００万円を持ち逃げされた結果、

資金繰りに窮したＰ社が倒産しており、Ａは取締役として善管注意義務違反がある。した

がって、会社に対して任務懈怠による損害賠償責任（会社法４２３条１項）を負う。この

責任は、責任追及の訴え、いわゆる株主代表訴訟（会社法８４７条）の対象となるので、

株主であるＢは、この訴えを提起して任務懈怠責任を追及することができる。 

また取締役は、職務を行うにつき悪意又は重大な過失があるときは、第三者に対する損害

賠償責任（会社法４２９条１項）を負うが、Ｑは、Ｐ社の倒産によって債権を回収できな

くなって損害を受けているので（間接損害）、Ａの第三者に対する責任を追及することがで

きる。Ｂがこの責任を追及できるかについては、株主は責任追及の訴えによって会社に対

する責任を追及すべきであり、第三者に対する責任を追及は認められないとする判例があ



る。 

ＣとＤは取締役であるにもかかわらず、Ａに経営をまかせきりにしており、取締役として

の監視義務に違反しているので、会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責

任を負う。したがって、ＣとＤに対しても、Ｂは責任追及の訴えによって会社に対する責

任を追及すべきであり、Ｑは第三者に対する責任を追及することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



商法（サンプル問題②） 

 

■一行問題 

 全部取得条項付種類株式とは何か。取得条項付株式とのちがいは何か。 

 

■出題の形式 

 論述式問題 

 

■出題の趣旨 

 似たような二つの共通点と相違点を整理して比較してほしい。全部取得条項付種類株式

も取得条項付株式も、一定の場合に、株主の意思によらずに、会社が強制的に取得できる

点、定款の定めがなければ発行できない点で共通する。しかし、第１に、前者は、種類株

式としてのみ発行できるが、後者は、全部の株式をこれにすることも、種類株式として発

行することもできる。第２に、前者の取得事由が株主総会の特別決議であるのに対し、後

者は、定款所定の取得事由の発生によって取得される。第３に、前者は、取得決議がある

と、そのすべての株式が取得されるが、後者は、そのすべてが取得されるとは限らない。

第４に、これらの株式を導入するときの定款変更の手続きにちがいがある。 


